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\配属・入国しました/

4月は6名のインドネシア実習生が受入企業さまへ配属となり

ました！配属されました受入企業さまにおかれましては、実習

生へのご指導のほど何卒よろしくお願いいたします。

実習生のみなさんのこれからの活躍を期待しています😊

また、4月は2名のフィリピン実習生と、5名のインドネシア実

習生が入国しました。配属日までしっかり入国後講習に励み、

日本生活におけるルールを色々と学んでもらいます。

4月はお忙しい中、監査にてご対応ご協力

いただき誠にありがとうございました。

監査にて確認事項がありました実施者さ

まにつきましては、ご対応くださいます

よう何卒よろしくお願いいたします。

ご協力ありがとうございました

IST協同組合 横浜

発行者：岸本

ご確認おねがいします

有給休暇とは、一定の要件を満たす労働者に対して、「有給」での休暇を付与する制度のことです。

労働者が「いつ」「何日」有給休暇を取得したかを記載した「有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する必要があります。
技能実習生・特定技能受入企業さまにおかれましては、それぞれが有給を取得しましたら都度「有給休暇監理簿」の作成をお願いいたします。

有給休暇管理簿につきまして記入の仕方が不明な場合や、ひな形データが必要の際には、各担当者へご確認ください。

有給休暇管理簿の作成についてのお願い

\協会けんぽに加入している受入企業さまへ/

協会けんぽの健康保険料率は、各都道府県支部別に設定

されています。2026年3月分から適用される健康保険料

率は下記の表の通りとなっております。引き下げ対象の

企業さまは、今一度ご確認お願いいたします。

　　　【※3月分給与、4月支給分から適用になります】

実習生の様子や組合の取り組みなど

ホームページにて掲載しています♪

🌎https://ist-kumiai.com

令和8(2026)年度 雇用保険料率について

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率

についてのご案内として、別紙を同封いたします。

受入企業さまの事業の種類にて雇用保険料率が異なりま

すので、対象事業職種にてご確認お願いいたします。

　　【※4月分給与、5月支給分から適用になります】


	2026年
	IST協同組合
	組合通信
	\配属・入国しました/
	ご協力ありがとうございました
	ご確認おねがいします
	有給休暇管理簿の作成についてのお願い




